
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号、音声信号、データ信号が多重化されたストリームを受信して出力するように
構成されたデジタル放送受信装置において、
　受信したストリームに含まれる映像信号、音声信号、データ信号をそれぞれ分離する分
離手段と、
　該分離手段で分離した信号のいずれの信号を記録するかを指定する指定手段と、
　該指定手段の指定に基づいてストリームに含まれる信号を記録する記録手段と
　を備えることを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項２】
　前記指定手段は、記録する番組内容に基づいて記録する信号を指定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のデジタル放送受信装置。
【請求項３】
　前記指定手段がデータ信号の記録を指定している場合、前記記録手段は記録対象の番組
を間欠的に受信して当該番組のデータ信号を記録する、
　ことを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信装置。
【請求項４】
　前記指定手段がデータ信号の記録を指定している場合、前記記録手段は記録対象の番組
の最後のデータ信号のみを記録する、
　ことを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信装置。
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【請求項５】
　記録する番組を予約する予約手段と、
　該予約手段で予約した番組が前記記録手段に全て記録可能であるか否かを予測する予測
手段と
　を備え、
　前記予測手段により全て記録不可能であると予測された場合、前記記録手段は当該記録
対象の番組の最後のデータ信号のみを記録する、
　ことを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信装置。
【請求項６】
　前記記録手段は、記録中に該記録手段の残容量を監視し該残容量が所定値を超えた場合
、前記記録動作を停止して当該番組の最後のデータ信号のみを記録する
　ことを特徴とする、請求項１記載のデジタル放送受信装置。
【請求項７】
　前記指定手段は、映像信号、音声信号、データ信号のいずれの信号の組み合わせで記録
するかを指定する、
　ことを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信装置。
【請求項８】
　無線通信網に接続する通信手段と、
　該通信手段を介して着信を検出する検出手段と、
　前記記録中に着信を検出した際の着信処理動作を設定する設定手段と、
　前記記録中に着信を検出した際に前記設定手段の設定に基づいて着信処理を行う制御手
段と
　を備えたことを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信装置。
【請求項９】
　音声信号、データ信号が多重化されたストリームを受信して出力するように構成された
テジタル放送受信装置において、
　受信したストリームに含まれる音声信号、データ信号をそれぞれ分離する分離手段と、
　該分離手段で分離した信号のいずれの信号を記録するかを指定する指定手段と、
　該指定手段の指定に基づいてストリームに含まれる信号を記録する記録手段と
　を備えることを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項１０】
　前記指定手段は、記録する番組内容に基づいて記録する信号を指定する、
　ことを特徴とする請求項９に記載のテジタル放送受信装置。
【請求項１１】
　前記指定手段がデータ信号の記録を指定している場合、前記記録手段は記録対象の番組
を間欠的に受信して当該番組のデータ信号を記録する、
　ことを特徴とする請求項９記載のデジタル放送受信装置。
【請求項１２】
　前記指定手段がデータ信号の記録を指定している場合、前記記録手段は記録対象の番組
の最後のデータ信号のみを記録する、
　ことを特徴とする請求項９記載のデジタル放送受信装置。
【請求項１３】
　記録する番組を予約する予約手段と、
　該予約手段で予約した番組が前記記録手段に全て記録可能であるか否かを予測する予測
手段と
　を備え、
　前記予測手段により全て記録不可能であると予測された場合、前記記録手段は当該記録
対象の番組の最後のデータ信号のみを記録する、
　ことを特徴とする請求項９記載のデジタル放送受信装置。
【請求項１４】
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　前記記録手段は、記録中に該記録手段の残容量を監視し該残容量が所定値を超えた場合
、前記記録動作を停止して当該番組の最後のデータ信号のみを記録する、
　ことを特徴とする請求項９記載のデジタル放送受信装置。
【請求項１５】
　前記指定手段は、音声信号、データ信号のいずれの信号の組み合わせで記録するかを指
定する、
　ことを特徴とする請求項９記載のデジタル放送受信装置。
【請求項１６】
　無線通信網に接続する通信手段と、
　該通信手段を介して着信を検出する検出手段と、
　前記記録中に着信を検出した際の着信処理動作を設定する設定手段と、
　前記記録中に着信を検出した際に前記設定手段の設定に基づいて着信処理を行う制御手
段と
　を備えたことを特徴とする請求項９記載のデジタル放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタル放送が受信可能なデジタル放送受信装置に関する。
　より特定的には、本発明はデジタル放送内容を記録し再生可能な装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話装置に代表される移動体端末装置における電子通信技術の進展は著しく
、かつ、利便性に起因してそのような移動体端末装置が多機能化しかつ高機能化し、移動
体端末装置の利用範囲が拡大している。多機能化及び高機能化の例としては、たとえば、
インターネット接続などの通信機能や、電子メールの機能、ゲーム、音楽再生、ＦＭ放送
の受信などがある。
【０００３】
　ところで、衛星放送および地上波放送のデジタル化が進み、高画質化や、視聴者参加型
のインタラクティブ（対話型）放送、データ放送などが可能なデジタル放送が現実化して
おり、これまでの音声と映像による放送に加えて、天気予報、株式情報、各種ニュースな
どのデータ放送もデジタル化されて放送されるようになっている。
【０００４】
　また、テレビチューナーを内蔵している携帯電話機は、たとえば、特許文献１に示すよ
うに知られているが、地上波デジタル放送または衛星デジタル放送では、主に、携帯性の
高い小型受信機向けに、１または３、セグメントの伝送帯域を使用した放送が予定されて
いる。
【０００５】
　かかる状況から、上述したデジタル放送を受信し、再生し、記録可能な装置を、移動体
端末装置に代表される携帯電話装置と一体的に統合して１個の装置として構成することが
望ましい。
　しかしながら、既存の携帯電話装置と、上述したデジタル放送受信装置とを単に合体統
合しただけでは、バッテリの電力容量と寿命、記録容量などの制約を克服することができ
ない。
【０００６】
　携帯電話装置と、デジタル放送を受信可能な装置とを既存の方法で一体構成した場合を
想定したデジタル放送受信装置の構成の１例を、図９を参照して述べる。
　アンテナ７１３、送受信部７１４、不揮発性メモリ７１５、カメラ７１６、操作部７１
７、マイクロフォン（ＭＩＣ）７１１は、携帯電話装置としての基本的な機能を満足する
ためのものである。
【０００７】
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　図９に図解したデジタル放送受信装置の構成について述べる。
　放送波を受信するためのアンテナ７０１で放送波を受信し、指定された番組に周波数を
合わせるためのチューナー部７０２によりチャンネル選択を行い、チューナー部７０２で
抽出された信号を復調部７０３で復調し、復調部７０３からトランスポートストリーム（
ＴＳ）を出力する。なお、ＴＳとは、映像信号（ビデオ信号）、音声信号（オーディオ信
号）、データ信号ごと多重化された情報である。ＴＳの具体例については、図２を参照し
て本発明の実施の形態の説明に関連づけて述べる。
　復調部７０３から出力されるトランスポートストリーム（ＴＳ）が暗号化されている場
合には、デスクランブラ７０４にて解読を行なう。
　解読されたトランスポートストリーム（ＴＳ）はＴＳ分離部７０５にて、それぞれ映像
信号、音声信号、データ信号へ分離される。
　ＴＳ分離部７０５で分離された映像信号は映像信号復号部７０７でデコード（復号）さ
れて表示部７０９に映像として表示される。ＴＳ分離部７０５で分離された音声信号は音
声信号復号部７０６にて復号されてスピーカ７１０から音として出力される。ＴＳ分離部
７０５で分離されたデータ信号はデータ信号処理部７０８にて処理をされ表示データに変
換されて表示部７０９に文字、数字、図形などの形態で表示される。
　制御部７１２は、チューナー部７０２の選局制御を行なったり、携帯電話装置の制御を
行う。
【０００８】
　上述したデジタル放送受信装置により、デジタル放送の記録を行なう際には、指定され
た時間に指定された番組を前述の様に再生した映像信号と音声信号を再符号化し記録する
方法や、トランスポートストリーム自体を記録することができる。
【特許文献１】特開２０００－９９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、移動体用の装置と上述したデジタル放送受信装置とを一体構成しただけ
では、下記に述べる課題に遭遇する。
　従来のデジタル放送における番組記録方法は、指定された時間に、指定された番組内容
の全てをメモリに記録するため、記録のために多くのメモリを必要とする。また、大容量
のメモリを必要とする。
　かりに多数のメモリまたは大容量のメモリを用いたとしても、バッテリ（蓄電池）の消
費電力が大きくなるという問題に遭遇する。
　また、内蔵する記録媒体のメモリ容量が小さい場合、結果的に記録時間が短くなり、ス
ポーツ番組など長時間にわたる番組を記録する場合などは、その結果まで記録することが
不可能であり、上述した番組を最後まで記録するためには多大なコストのメモリを搭載し
なければならないという欠点があった。
【００１０】
　本発明の目的は、小型かつ軽量であり携帯性に優れ、実用的に利用可能なデジタル放送
受信装置を提供することにある。
　本発明の他の目的は、好ましくは、上記課題を克服し、移動体用に適したデジタル放送
受信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　放送における番組（コンテンツ）は、スポーツ、音楽、ドラマ、映画、ニュース、バラ
エティ、アニメなど多様化してはいるが、映画やドラマ、アニメなど筋だって視聴しない
と内容がわからないものもあれば、スポーツやニュースなど結果のみを見れば、途中経過
は見なくともよいものもある。
　スポーツやニュース番組においては、その結果のみを記録できれば、大半のユーザは満
足するものであり、逆に結果を記録できないと大きな不満となるケースが多い。
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　また、音楽番組などは、記録されたものを後で聞く場合に、映像を必要としないケース
も考えられ得る。
　このように、放送の番組種別によって、放送内容全てを記録する必要があるものと無い
ものに分かれることが考えられる。
　また、映像、音声と同時にデータ放送されている場合には、データは映像、音声の補完
的役割をなしていることより（たとえば、野球中継の得点経過など）、データ放送につい
ては、放送されているデータ信号を常に記録している必要はない。
　本願発明はかかる放送内容の特性を考慮して、効果的かつ有用性（実用性）の高い、デ
ジタル放送受信装置を提供する。
【００１２】
　本発明によれば、映像信号、音声信号、データ信号が多重化されたストリームを受信し
て出力するように構成されたデジタル放送受信装置において、受信したストリームに含ま
れる映像信号、音声信号、データ信号をそれぞれ分離する分離手段と、該分離手段で分離
した信号のいずれの信号を記録するかを指定する指定手段と、該指定手段の指定に基づい
てストリームに含まれる信号を記録する記録手段と、を備えることを特徴とするデジタル
放送受信装置が提供される。
【００１３】
　好ましくは、前記指定手段は、記録する番組内容に基づいて記録する信号を指定するこ
とを特徴とする。
【００１４】
　また好ましくは、前記指定手段がデータ信号の記録を指定している場合、前記記録手段
は記録対象の番組を間欠的に受信して当該番組のデータ信号を記録することを特徴とする
。
【００１５】
　さらに好ましくは、前記指定手段がデータ信号の記録を指定している場合、前記記録手
段は記録対象の番組の最後のデータ信号のみを記録することを特徴とする。
【００１６】
　また好ましくは、記録する番組を予約する予約手段と、該予約手段で予約した番組が前
記記録手段に全て記録可能であるか否かを予測する予測手段と、を備え、前記予測手段に
より全て記録不可能であると予測された場合、前記記録手段は当該記録対象の番組の最後
のデータ信号のみを記録することを特徴とする。
【００１７】
　好ましくは、前記記録手段は、記録中に該記録手段の残容量を監視し該残容量が所定値
を超えた場合、前記記録動作を停止して当該番組の最後のデータ信号のみを記録すること
を特徴とする。
【００１８】
　また好ましくは、前記指定手段は、映像信号、音声信号、データ信号のいずれの信号の
組み合わせで記録するかを指定することを特徴とする。
【００１９】
　さらに好ましくは、無線通信網に接続する通信手段と、該通信手段を介して着信を検出
する検出手段と、前記記録中に着信を検出した際の着信処理動作を設定する設定手段と、
前記記録中に着信を検出した際に前記設定手段の設定に基づいて着信処理を行う制御手段
と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のデジタル放送受信装置によれば、放送内容に則した記録形式を選択することが
できるように構成したので、低消費電力で、かつ、記憶容量を削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図面を参照して、デジタル放送を受信し、受信した放送内容を再生して出力し、受信し
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た放送内容のうち希望するものを希望する形式で記録（記憶）でき、記録した放送内容を
再出力可能な、本発明のデジタル放送受信装置の好適な実施の形態について述べる。
　本発明のデジタル放送受信装置の好適な例示として、当該デジタル放送受信装置と移動
体用の装置に代表される携帯電話装置とを統合した装置構成について例示する。本発明に
基づき、デジタル放送受信装置と携帯電話装置とを統合した装置を、以下、放送受信機能
付携帯電話装置と呼ぶ。
　本発明のデジタル放送受信装置の実施の形態として、放送されている放送波は地上波デ
ジタル放送などを例示する。
【００２２】
　
　図１は本発明の第１実施の形態の放送受信機能付携帯電話装置の構成図である。
　図１に示す放送受信機能付携帯電話装置１００は、共通部と、携帯電話装置の部分と、
デジタル放送受信装置の部分とを備えている。
　放送受信機能付携帯電話装置１００は、共通部として、制御部１１２と、ＲＡＭ１２１
と、ＲＯＭ１２２と、操作部１１５と、表示部１０９と、記録手段１１７と、スピーカ１
１０とを有する。
　放送受信機能付携帯電話装置１００は、携帯電話装置の機能を実現する部分として、上
記の共通部の他に、携携帯電話用アンテナ１１３と、無線通信部１１４と、マイクロフォ
ン（ＭＩＣ）１１１とを有する。携帯電話装置部分として、必要に応じて、レンズ、ＣＣ
Ｄ、焦点自動調整および照度自動調整などの処理を行う調整部などからなるカメラ部分１
２６を付加することができる。
　放送受信機能付携帯電話装置１００は、デジタル放送受信装置の機能を実現する部分と
して、上記の共通部の他に、デジタル放送受信用アンテナ１０１と、チューナー部１０２
と、復調部１０３と、トランスポートストリーム（ＴＳ）分離部１０５と、音声信号復号
部１０６と、映像信号復号部１０７と、データ信号処理部１０８と、記録形式選択手段１
１６とを有する。放送受信機能付携帯電話装置１００は、放送内容がスクランブル処理さ
れている場合にデスクランブルするため、必要に応じて、デスクランブラ１０４を付加す
ることができる。
【００２３】
　共通部の各構成部分について述べる。
　制御部１１２は、たとえば、マイクロコンピュータを用いて実現されており、ＲＯＭ１
２２に記憶されている各種プログラムに従って、携帯電話装置としての制御処理と、デジ
タル放送受信装置としての制御処理を行う。ＲＡＭ１２１は制御部１１２の処理に使用す
る各種データなどを一時的に記憶する。
　このように、携帯電話装置の制御手段とデジタル放送受信装置の制御手段とは、制御部
１１２、ＲＡＭ１２１、ＲＯＭ１２２を共用することができる。
【００２４】
　操作部１１５も、携帯電話装置として使用するための操作と、デジタル放受信装置とし
て使用するための操作とが共に兼用可能なように構成されている。
　携帯電話装置として使用する素子としては、テンキー、ファンションキー、各種の選択
ボタンなどがある。またカメラ部分１２６を有している場合には、カメラ操作スイッチな
ども含まれる。
　デジタル放送受信装置として使用するものとしては、選局のための操作スイッチ、記録
形式選択手段１１６を介して記録手段１１７に記録すべき対象、すなわち、音声信号か、
映像信号か、データ信号か、またはこれらの組み合わせかの選択、記録開始時間と終了時
間、記録した情報の削除指示、その他があるが、テンキー、ファンションキーと上記各種
の選択ボタンとを兼用して使用することができる。
【００２５】
　表示部１０９は、たとえば、携帯電話装置に広く使用されている液晶表示器であり、携
帯電話装置の表示手段としての他、デジタル放送受信装置の表示手段として両者に併用す
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る。表示例を図３（ａ）～（ｄ）に例示しており、その詳細は後述する。
【００２６】
　スピーカ１１０も同様に、携帯電話装置の音声信号出力手段として、および、デジタル
放送受信装置の音声信号出力手段として併用する。
　なお、本明細書において、音声信号というとき、音声と各種音響を含む、広い意味での
「音の信号」を意味する。
【００２７】
　記録手段１１７は、たとえば、不揮発性メモリを用いた内蔵または取り外し可能（交換
可能な）メモリであり、デジタル放送受信装置の記録手段として使用する他、携帯電話装
置のカメラ部分１１６で撮像した画像、電話機として必要な電話帳データ、着信報知等に
必要な着信用サウンドデータ、電子メールのデータ、無線部等を介して無線通信網から受
信したデータの保存などに使用可能（共有可能）である。
【００２８】
　
　放送受信機能付携帯電話装置１００を携帯電話装置として使用するときの基本動作を述
べる。
　たとえば、相手の携帯電話装置と通常の会話、電子メールなどを行うとき、携帯電話用
アンテナ１１３、無線通信部１１４、操作部１１５、ＭＩＣ１１１と、スピーカ１１０、
表示部１０９、制御部１１２、ＲＡＭ１２１、ＲＯＭ１２２が動作する。
　さらに、たとえば、インターネットを介してプロバイダから情報をダウンロードしその
情報を保存するときは記録手段１１７も動作する。
　なお、デジタル放送受信装置が動作していない場合、制御部１１２は、デジタル放送受
信装置に係わる部分の電源をオフ状態にするなど省電力化を図る。
【００２９】
　ユーザが電話をかけるとき、ユーザが操作部１１５を用いて相手側携帯電話装置の番号
にダイヤルして発呼すると、制御部１１２の制御のもとで無線通信部１１４と携帯電話用
アンテナ１１３を介して基地局に無線接続され、相手側（被呼側）の電話機（携帯電話装
置を含む）に接続されて、ＭＩＣ１１１とスピーカ１１０を用いて通話を行うことができ
る。
　操作部１１５の操作内容、通話状態などが制御部１１２の制御のもとで表示部１０９に
表示される。
【００３０】
　また、インターネットを介してプロバイダから情報をダウンロードして記録手段１１７
に記憶するとき、携帯電話用アンテナ１１３、無線通信部１１４を介して無線通信し、得
られた情報を制御部１１２を介して記録手段１１７に保存し、保存した情報を制御部１１
２から表示部１０９に表示することができる。
【００３１】
　携帯電話装置をカメラとして使用するときは、上述したカメラ部分１１６を動作させる
。その撮像結果を、たとえば、記録手段１１７に保持することができる。すなわち、放送
受信機能付携帯電話装置１００を用いると、記録手段１１７にカメラ部分１２６で撮像し
た画像を保持することができ、携帯電話装置にデジタルカメラとしての機能を備えること
ができる。
【００３２】
　
　デジタル放送受信用アンテナ１０１はデジタル放送波を常時、連続的に受信し、チュー
ナー部１０２は、操作部１１５で選択されて、制御部１１２から指令されたチャンネルを
選局して、選局したチャンネルの放送内容、すなわち、トランスポートストリーム（ＴＳ
）を復調部１０３に出力する。
　復調部１０３は、選局されたチャンネルのトランスポートストリーム（ＴＳ）を復調す
る。
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【００３３】
　復調されたトランスポートストリーム（ＴＳ）にスクランブルがかかっている場合には
、デスクランブラ１０４にてスクランブルの解除を行なう。
　すなわち、特定のデジタル放送受信装置のみが再生できることを許可する（限定受信方
式の暗号化された放送を解読する）ためのデスクランブラ１０４は、トランスポートスト
リーム（ＴＳ）がスクランブル処理されている場合、制御部１１２の指示のもとで動作し
てスクランブル処理方式に則したデスクランブル処理を行う。
【００３４】
　トランスポートストリーム（ＴＳ）は、例示的なＴＳを図２に図解したように、音声信
号と、映像信号と、データ信号と、番組情報とがパケット単位で多重化されている。
　たとえば、音声信号と映像信号とはＭＰＥＧ方式で圧縮符号化されている。
【００３５】
　上記トランスポートストリーム（ＴＳ）信号は、ＴＳ分離部１０５にて、各パケットご
と、映像信号、音声信号（音声／音響信号）、データ信号、番組情報に分離される。
　分離された映像信号は、映像信号復号部１０７にて、たとえば、ＭＰＥＧ方式で復号さ
れて映像として表示手段１０９に表示される。
　分離された音声信号は、音声信号復号部１０６にて、たとえば、ＭＰＥＧ方式で復号さ
れ、音声および／または音響としてスピーカ１１０から出力される。
　分離されたデータ信号は、データ信号処理部１０８でその内容を解析し、データ信号の
内容が放送サービスに関係しているものである場合には、表示手段１０９などにおいて表
示・再生可能なように復号し、表示又は再生を行なう。
【００３６】
　表示部１０９に表示された表示例を、図３（ａ）～（ｄ）に例示する。図３（ａ）～（
ｄ）は、本実施の形態のデジタル放送の放送サービス例を表したものである。
　図３（ａ）は、野球中継番組の放送イメージを表したもので、表示部１０９の表示画面
２００の中に、映像を表示するための領域２０１と同時に送られてくる試合の途中などを
示すデータを表示する領域２０２に分割して表示した例である。この場合、データの内容
は、野球中継番組の補完情報のため、番組の進行状況に同期して表示される。
　図３（ｂ）は、音楽番組の放送をイメージしたもので、映像を表示する領域２１１に映
像を表示し、データを表示する領域２１２に映像に同期して現在、歌っているアーティス
ト名と曲名をテキストデータにて表示している。この場合のデータ信号も番組の補完情報
のため、音楽番組の進行状況に同期して表示される。
　図３（ｃ）は、天気予報番組の放送イメージを示したもので、映像を表示するための領
域２２１に映像を、データを表示する領域２２２にテキストデータで天気予報情報を表示
する。この場合のデータの内容は天気予報番組の進行とは必ずしも同期する必要がなく、
独立した情報のため、全国の天気予報情報を一度に受信してテキストデータとして表示し
てもよい。
　図３（ｄ）は、ニュース番組の放送イメージを示したもので、現在説明している映像を
領域２３１に表示し、データを表示する領域２３２には、そのニュース番組で放送するニ
ュースの一覧が表示される。この場合のデータの内容も番組の進行とは必ずしも同期する
必要がなく、独立した情報のため、ニュースキャスターがニュースの説明をする前に表示
しておいてもよい。
【００３７】
　このように、図３（ａ）～（ｄ）の例示は、表示部１０９の上半分の領域に映像信号復
号部１０７からの映像が表示され、下半分の領域にデータ信号処理部１０８からのデータ
が表示されている。
　データ信号について、デジタル放送では、（１）視認中の放送サービスに関係したもの
である場合と、（２）それ以外、たとえば、デジタル放送受信装置のソフトウェア更新（
アップデート）用のダウンロード等の機能サービスである場合の２種類に大別できる。な
お、機能サービスのデータ信号の場合にはこの限りではなく、指定された内容に従って、

10

20

30

40

50

(8) JP 3916624 B2 2007.5.16



動作をすべきである。
　また、放送サービスにおけるデータ信号については、文字情報、図形情報、静止画、動
画、音声等の情報が含まれるので、データ信号処理部１０８において、それぞれに適した
復号手段で復号する。
【００３８】
　
　放送受信機能付携帯電話装置１００のデジタル放送受信装置をデジタル放送の記録装置
として使用する場合について述べる。
　放送受信機能付携帯電話装置１００に搭載した記録手段１１７は、内蔵固定型で取り外
し交換できない場合と、自在に取り外し交換可能な場合との両形態があるが、本実施の形
態においては、いずれの形態でもよい。以下、記録手段１１７を交換可能なカード型不揮
発性メモリを用いた場合について例示する。
【００３９】
　放送における番組種別は、スポーツ、音楽、ドラマ、映画、ニュース、バラエティ、ア
ニメなど多様化してはいるが、映画やドラマ、アニメなど筋だって視聴しないと内容が分
からないものもあれば、スポーツやニュースなど結果のみを見れば、途中経過は見なくと
もよいものもある。
　スポーツなどの番組放送においては、試合の開始から終了まで長時間継続して見ていな
くとも、試合結果のみを分かれば大半の視聴者は満足するものであり、逆に試合結果を記
録できないと大きな不満となるケースが多い。
　また、音楽番組放送などは、記録された音を後で聞く場合に、必ずしも演奏している映
像を必要としないケースも考えられ得る。
　このように、放送の番組種別によって、放送全てを記録する必要があるものと無いもの
に分かれることは上述した。
　また、映像、音声と同時にデータが放送されている場合には、データは映像、音声の補
完的役割をなしていることより、たとえば、野球中継の得点経過など、データ放送につい
ては、放送されているデータ信号を常に記録手段１１７に記録している必要はない。
　上記の事情に鑑み、本実施の形態においては、ユーザの希望と目的に応じて、記録手段
１１７に記録する形式を、記録形式選択手段１１６を設けて、選択可能にした。
【００４０】
　図４（ａ）～（ｄ）に、トランスポートストリーム（ＴＳ）信号から選択する信号例を
示した。図４（ａ）はデータ信号のみを選択し、記録手段１１７に記録する場合の例を示
しており、図４（ｂ）は選択した音声信号とデータ信号とを別々のファイル（音声ファイ
ルとデータファイル）として記録する場合を示しており、図４（ｄ）は選択した音声信号
とデータ信号とを１つのファイルとして記録する場合を示している。
　以下、本発明の実施の形態に関連づけて、具体的に述べる。
【００４１】
　
　図４（ａ）に示した例は、データ信号のみを選択出力するように指定したフィルタを介
してトランスポートストリーム（ＴＳ）からデータ信号のみを記録する１例を示している
。
【００４２】
　
　図４（ｃ）に示した例は、記録されているトランスポートストリーム（ＴＳ）から、音
声信号とデータ信号のみを選択出力するように指定したフィルタを介して音声信号とデー
タ信号のみを再生する例を示している。
　なお、音声信号はリアルタイムに出力されるが、データ信号の一構成は複数のパケット
（信号）により構成されるため、必要なパケット（信号）がそろって表示される。
【００４３】
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　図４（ｂ）は放送波に含まれるトランスポートストリーム（ＴＳ）からそれぞれの信号
をそれぞれのファイルに記録している例を示している。このファイルは関連づけて保存さ
れており、一方のファイルを指定すれば他方のファイルも再生することができる。
【００４４】
　
　図４（ｄ）に示した例は、データ信号と音声信号のみを選択出力するように指定したフ
ィルタを介して放送波に含まれるトランスポートストリーム（ＴＳ）からデータ信号と音
声信号からなるファイル（トランスポート形式）として記録する１例を示している。
【００４５】
　
　図４（ｂ），（ｄ）に示したファイルは後述実施の形態において、指定した信号を再生
したり削除したりできる。
【００４６】
　
　映像信号がマルチチャンネル（マルチアングル）に対応して複数の映像信号を記録して
いる場合も、チャンネルを指定して再生または削除できる。また、副音声も副音声だけの
再生も削除も上記同様である。
　なお、上記の例において制御情報等は省略している。
【００４７】
　ユーザは操作部１１５を用いて、チャンネル、記録開始時間と記録終了時間、記録すべ
き対象（形式）、たとえば、図４（ａ），（ｂ），（ｄ）に例示したように、映像信号の
みか、音声信号のみか、データ信号のみか、あるいは、映像信号、音声信号およびデータ
信号のどの組み合わせなどの記録形式を指定する。その内容が記録手段１１７に保存され
る。なお、記録開始時間と、記録終了時間は、たとえば、ユーザが開始を指定した時間か
ら終了を指定した時間までとすることができるし、後述するように、予約記録時間を用い
ることができる。また、番組を選択することにより決定されるものでもよい。
　制御部１１２と記録形式選択手段１１６とが協動して、形式指定された記録形式に応じ
て、チューナー部１０２で選局させ、チューナー部１０２で選局されたチャンネルの放送
内容についてＴＳ分離部１０５で分離した音声信号、映像信号、データ信号のいずれか、
または、その組み合わせを選択して、記録手段１１７に記録する。
　すなわち、ユーザが操作部１１５を操作して、選局した放送番組について、映像信号、
音声信号、データ信号のうち、どれを記録するかを選択すると、制御部１１２がその選択
操作内容を検出し、選択された内容を記録形式選択手段１１６に設定する。
　記録形式選択手段１１６は、制御部１１２と協動して、選択された内容（映像信号、音
声信号、データ信号）を、たとえば、パケット単位で記録手段１１７へ書き込む。これに
より、記録手段１１７に選択された種類のパケット単位の信号を記録することが可能にな
る。
　なお、本実施の形態においては、記録手段１１７に記録する信号は受信したままの信号
形態（選択した場合、不要な信号は除かれる）であるから、記録手段１１７における記録
処理の負荷は少なくて済む。
　又、時間多重等により記録しているので個々に選択可能である。
【００４８】
　次に本発明における記録手段１１７の記憶容量の１例について説明する。
　たとえば、圧縮符号化された音声信号が９６ｋｂｐｓ、データ信号が３２ｋｂｐｓ、圧
縮符号化された映像信号が２５６ｋｂｐｓで構成されたトランスポートストリーム（ＴＳ
）が３８４ｋｂｐｓのストリームで放送されていると仮定する。
　（１）放送されている番組が音楽番組で、ユーザが圧縮符号化された音声信号だけを記
録手段１１７に記録すればよいと希望する場合には、記録手段１１７において同一番組を
同一時間記録するための記録容量としては、圧縮符号化された映像信号と圧縮符号化され
た音声信号とデータ信号との全ての信号を記録手段１１７に記録した場合と比較して、１

10

20

30

40

50

(10) JP 3916624 B2 2007.5.16

第４例

第５例

第６例



／４の記録容量で済む。
　（２）ニュース番組等で、ユーザがその時に放送されるニュースのトピックスをだけを
記録すればよいと希望する場合は、記録手段１１７には、たとえば、図４（ａ）に例示し
たように、データ信号のみ記録手段１１７に記録すれば良いため、上記全ての信号を記録
する場合と比較して、１／１２の記録容量で済む。
　（３）音楽番組で図４（ｂ）又は（ｄ）に例示したように、ユーザが音声信号とデータ
信号とを記録することを希望した場合においても、上記全ての信号を記録した場合の１／
３の記録容量で済む。
【００４９】
　上述したように、必要な信号だけを選択して記録手段１１７に記録するように構成する
ことにより、大幅にメモリ容量を削減することができる。また、記録手段１１７として一
般的に使用される不揮発性メモリなどの半導体メモリを用いた場合、そのデータアクセス
時に大量の電流を消費するので、上記のように、記録するデータ記録容量を低減すること
によって、消費電力の低減にもなる。その結果、放送受信機能付携帯電話装置１００のバ
ッテリの寿命も長くなる。
【００５０】
　
　上記のごとく記録手段１１７に記録したデータを再生するには、再生手段１１８を用い
る。再生手段１１８は制御部１１２と協動して下記の処理を行う。
　ユーザは操作部１１５を用いて、記録手段１１７に記録されたデータの履歴リストを表
示部１０９に表示させる。このとき、再生手段１１８は、記録手段１１７に記録されてい
る記録リストを表示部１０９に表示する。なお、この表示に際して、表示部１０９の画面
のサイズの制約で一度に全ての履歴リストを表示できないときは、スクロール処理などで
表示させる。
　ユーザは表示部１０９に表示されたリストから自分が希望するものを選択する。
　再生手段１１８は選択されたデータを記録手段１１７から読みだして、映像信号は映像
信号復号部１０７に、音声信号は音声信号復号部１０６に、データ信号はデータ信号処理
部１０８に出力する。
　以上により、記録手段１１７に記録された信号のうち、希望するものが表示部１０９、
スピーカ１１０から出力される。
　なお、再生例については上述の第２例及び図４（ｃ）に示している。
【００５１】
　
　上記のごとく記録手段１１７に記録したデータを消去するには、消去手段１１９を用い
る。消去手段１１９は制御部１１２と協動して下記の処理を行う。
　ユーザは操作部１１５を用いて、記録手段１１７に記録されたデータ信号の履歴リスト
を表示部１０９に表示させる。このとき、消去手段１１９は、記録手段１１７に記録され
ている記録リストを表示部１０９に表示する。なお、この表示に際して、表示部１０９の
画面のサイズの制約で一度に全ての履歴リストを表示できないときは、スクロール処理な
どで表示させる。
　ユーザは表示部１０９に表示されたリストから自分が消去を希望する信号を選択する。
　消去手段１１９は選択された信号を記録手段１１７から消去する処理を行い、消去され
た部分を記録可能領域に設定する。
【００５２】
　
　なお、上述した消去の他、ニュースなど、即時性、時間的に有効期限のあるものは、所
定の時間経過後、自動的に消去させることができる。
【００５３】
　
　また、記録手段１１７に記録させるべき内容にクラス（優先度）を付けておき、記録形
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式選択手段１１６は記録手段１１７に記録すべき容量が不足したとき、より低いクラス（
カテゴリでもよい）の信号を消去することを消去手段１１９に指令し、消去手段１１９を
介して記録手段１１７に記録すべき領域を確保させた後、記録形式選択手段１１６が選択
する信号を記録させることができる。
　記録形式選択手段１１６は記録手段１１７に記録領域が確保できたら、上述した信号の
記録処理を行う。
【００５４】
　なお、制御部１１２、記録形式選択手段１１６、再生手段１１８、消去手段１１９など
信号処理を行う部分は、１個のマイクロコンピュータなどで一体的に構成することができ
る。
【００５５】
　このように、本発明の第１実施の形態によれば、低消費電力で、かつ、記録手段１１７
の記憶容量を削減することができるデジタル放送受信装置をできる。
　したがって、本発明のデジタル放送受信装置は、より小型、軽量で、携帯性に富み、携
帯電話装置と有機的に一体的に構成する点において融和性があり、移動体用の装置に適用
することに効果を有する。
　よって、携帯電話装置にデジタル放送受信装置を組み込むことにより、より利便性と資
源の活用が向上する。
【００５６】
　
　図５を参照して本発明の第２実施の形態を述べる。
　図５は図３（ｃ）、（ｄ）のようなニュース番組のデータ放送を間欠的に受信、記録す
る場合の一例を示したタイミング図である。
　通常、天気予報などの番組はニュース番組の一部として取り扱われることが多いため、
図５に示すような形態の放送となる。
　Δｔ（秒）の間隔で、周期的かつ間欠的に受信を行なう場合、最初の受信時には、番組
に関して何も記録されていないために、記録手段１１７は領域２３２に表示可能な全ての
データ信号を記録手段１１７に記録する。
　ニュース番組などの放送の場合に、放送されているデータ信号は、ある一定時間内にお
いては、同じデータ信号が繰り返し放送されるため、同一のデータ信号を記録手段１１７
に記録する必要はない。
　大抵の放送の場合には、番組の進行状況とともにデータ信号の内容が変化するために、
ユーザによって操作部１１５を介して、図４（ａ）に示したような、データ信号のみを記
録する形式が選択された場合には、デジタル放送を受信するための手段である、チューナ
ー部１０２からＴＳ分離部１０５までを常に動作させておく必要はなく、これらを一定時
間毎に動作させて文字などの表示を構成できる分のデータ信号を受信し、記録形式選択手
段１１６は、記録手段１１７に記録した前回のデータ信号と比較して、データ信号の内容
に変化があれば、記録手段１１７に記録する。
【００５７】
　前述した通り、ニュース番組におけるデータ信号の内容は、番組進行とは独立した情報
のために、２回目以降は、その内容が異なる場合のみ記録動作を行なうので、次の全国の
天気が放送されるまでは、間欠的に受信を行なうがデータ信号の内容に変化がないため、
記録手段１１７への記録動作は行なわなくて済む。
　全国の天気が放送された時点で、データ信号の内容も変化するため、新たに、領域２２
２に表示可能なデータを記録する。
　このように、記録形式選択手段１１６で記録手段１１７に、図４（ａ）に示したような
、データ信号だけを記録する場合には、チューナー部１０２～ＴＳ分離部１０５において
間欠的に受信動作を行い、記録手段１１７に記録することにより、受信動作時以外は、記
録手段１１７における消費電流を大きく抑えることができるため、消費電力の削減を図る
ことができ、しかも、放送内容は記録することが可能となる。
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【００５８】
　
　図６は、本発明のデジタル放送受信装置の第３実施の形態として、図１に図解した放送
受信機能付携帯電話装置１００に予約記録設定手段を設けた放送受信機能付携帯電話装置
１００Ａの構成図である。
　図１に図解した放送受信機能付携帯電話装置１００と比較すると、図６の放送受信機能
付携帯電話装置１００Ａには、予約記録設定手段４０１、番組種別判定手段４０２、ＲＡ
Ｍ１２１に記録された電子番組表データ４０３が付加されている。その他の構成は、放送
受信機能付携帯電話装置１００と同じである。放送受信機能付携帯電話装置１００と同じ
符号が付されている部分は、放送受信機能付携帯電話装置１００における対応する部分と
同様に機能する。
　なお、予約記録設定手段４０１、番組種別判定手段４０２を制御部１１２と一体構成さ
せることもできる。
【００５９】
　放送受信機能付携帯電話装置１００Ａにおいて、電子番組表データ４０３が事前にＲＡ
Ｍ１２１に記憶されているものとする。
　操作部１１５をユーザが操作することにより、番組の予約記録を行なう場合、番組種別
判定手段４０２が、予約された番組の情報を放送受信機能付携帯電話装置１００ＡのＲＡ
Ｍ１２１に記録されている電子番組表データ４０３と照合をし、その番組種別がニュース
等のように、映像と同期していない独立した信号をデータ信号として放送している番組で
ある場合、または、スポーツ番組のようにデータ信号は番組補完情報であるが、補完情報
をみるだけで、その結果、経過がわかる番組である場合には、記録手段１１７に、図４（
ａ）に示したように、データ信号のみを記録するように予約記録設定手段４０１へ設定す
る。
　予約記録設定手段４０１は、設定された時間になると制御部１１２へ通知を行ない、制
御部１１２は予約情報を予約記録設定手段４０１から読み出し、予約されている番組（チ
ャンネル）へチューナー部１０２を調整し、記録形式選択手段１１６に対してデータ信号
のみを記録するように指示を行う。記録形式選択手段１１６は指示された内容に従い、デ
ータ信号のみを記録手段１１７に記録させる。
　このように、記録手段１１７には、予約された番組の種別により、データパケットのみ
が記録されることで、その記録容量を削減することが可能になる。
【００６０】
　番組種別判定手段４０２が、予約設定された番組に対し、データ信号のみ記録すればよ
いかを判定するにあたっては、たとえば、 ARIB　 STD-B10 デジタル放送に使用する番組配
列情報に記載されるような、コンテント記述子における、ジャンル大分類及び中分類によ
って判定を行なう。
　一例としては、ジャンル大分類が「ニュース／報道」「スポーツ」「情報／ワイドショ
ー」であった場合や、ジャンル大分類が「趣味／教育」でジャンル中分類が「会話・語学
」「幼児・小学生」「中学生・高校生」「大学生・受験」「生涯教育・資格」などであっ
た場合にデータパケットのみで有用と判定する。
【００６１】
　また、記録予約された番組のジャンル大分類が「スポーツ」でジャンル中分類が「野球
」「サッカー」「ゴルフ」等のように、結果が分かれば済むようなものの場合には、第２
実施の形態のデジタル放送受信装置と同様、データ信号を間欠的に受信し、最後のデータ
を記録することにより結果のみをデータ信号として記録することで、記録手段１１７にお
ける消費電力と記録容量を大幅に削減することが可能となる。
【００６２】
　図７（ｂ）は、図３（ａ）に示す放送内容を間欠的に受信、記録する例である。
　この場合には、番組予約時に放送時間が判明しているため、放送時間終了数分前から間
欠受信を開始すればよい。一般にスポーツ番組の場合には、リアルタイムでの放送が多い
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ため、放送終了時間が予定に対して前後する場合が多い。但し、試合中継が早めに終了す
るような場合には、番組枠の関係から引き続き試合結果の解説やインタビューなどを行な
う場合が殆どのため、予定に対して早く放送が終了することは殆どないため、放送時間終
了数分前より放送終了までを間欠受信すればよいことになる。
　また、野球、サッカーなどスポーツ中継の場合には、その殆どが１時間以上の番組（多
くは２時間程度）のため、全てを受信するためには、多くの電力を必要として、電池の消
耗が激しい。このようにスポーツ中継などを放送受信機能付携帯電話装置１００のデジタ
ル放送受信装置で記録する場合には、試合終了直前（番組の最後近辺）から間欠的に受信
、記録することが、記録手段１１７の記録容量の削減と消費電力の削減に不可欠になる。
【００６３】
　
　図８は本発明のデジタル放送受信装置の第４実施の形態として、図６に図解した放送受
信機能付携帯電話装置１００Ａにメモリ容量判定手段６０１と記録容量計算手段６０２と
を設けた放送受信機能付携帯電話装置１００Ｂの構成図である。
　図８の放送受信機能付携帯電話装置１００Ｂにおいて、図６の放送受信機能付携帯電話
装置１００Ａと同じ符号が付されている部分は、放送受信機能付携帯電話装置１００Ａに
おける対応する部分と同様に機能する。
　なお、メモリ容量判定手段６０１と記録容量計算手段６０２を制御部１１２と一体構成
させることもできる。
【００６４】
　ユーザが操作部１１５を操作して記録予約を行なった時に、記録容量計算手段６０２は
予約された番組情報をＲＡＭ１２１に記録されている電子番組表データ４０３から読み出
し、その番組を記録手段１１７に記録するために必要な記憶容量を計算する。
　デジタル放送の配信レートは、それぞれの放送形式によって、ほぼ一定のため、記録容
量計算手段６０２において、記録に必要な時間から記録に必要な記憶容量を推測すること
が可能である。
　メモリ容量判定手段６０１では、記録容量計算手段６０２で得た予測される記録容量に
対して記録手段１１７の残容量を比較し、記録容量が不足している場合、ユーザが映像信
号、音声信号、データ信号の全てを記録したいと設定した場合においても、番組種別が前
述した通り、スポーツ番組など結果を記録すれば済むような番組の場合には、前述の方法
と同じ様に放送終了数分前より間欠受信を行い、データ信号についてのみを記録すること
により、記録手段１１７の残記憶容量が少ない場合においても所望の結果が得られる記録
を行なうことが可能になる。
【００６５】
　
　上述した放送受信機能付携帯電話装置１００～１００Ｂの動作の説明において、携帯電
話装置が動作しない場合について述べた。
　携帯電話装置を電源オフ状態、または、留守番モードにしておいた場合は、共用する、
表示部１０９、スピーカ１１０に競合は起こらず、問題はない。
　しかしながら、携帯電話装置を待ち受け状態にしており、デジタル放送受信装置を動作
させておいて、表示部１０９とスピーカ１１０とを使用しているとき、相手から電話がか
かってきたり、メールが届いた時に、表示部１０９とスピーカ１１０との競合が起こる可
能性がある。
　そこで、第５実施の形態においては、ユーザの指定により、優先順位を設定可能とした
。ユーザは操作部１１５を介して、携帯電話装置をデジタル放送受信装置より優先させる
か、デジタル放送受信装置を携帯電話装置より優先させるかを制御部１１２に設定する。
設定結果はＲＡＭ１２１に記録される。
【００６６】
　（１）携帯電話装置をデジタル放送受信装置に優先させた場合
　デジタル放送受信装置を使用して、希望するチャンネルの放送内容を表示部１０９およ
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びスピーカ１１０で視聴しながら、記録手段１１７にデータを記録しているとき、携帯電
話装置に発呼が起きたとき、制御部１１２は、表示部１０９には携帯電話装置の内容を表
示させ、スピーカ１１０からリンガー音などを発生させる。ユーザがオフフックすれば、
ＭＩＣ１１１をも使用して携帯電話装置として使用可能となる。このとき、表示部１０９
、スピーカ１１０はデジタル放送受信装置用には使用出来なくなるが、記録形式選択手段
１１６を介して記録手段１１７には必要な信号が記録できる。
　携帯電話装置の通話が終了してオンフック状態になったとき、制御部１１２は、携帯電
話装置を待ち受け状態にして、デジタル放送受信装置の動作を復活させ、表示部１０９、
スピーカ１１０から再生した映像と音を出力させる。
【００６７】
　（２）携帯電話装置よりデジタル放送受信装置を優先させた場合
　制御部１１２は、携帯電話装置の基地局に対して、携帯電話装置が使用できない状態で
あること、たとえば、電源オフ状態、留守番電話状態に相当するモードを通報する。
　デジタル放送受信装置を使用して、希望するチャンネルの放送内容を表示部１０９およ
びスピーカ１１０で視聴を行い、必要に応じて記録手段１１７にデータを記録する動作が
終了した後、制御部１１２は、発呼があったか否かを確認し、発呼があった場合には、表
示部１０９にその表示を行う。
【００６８】
　（３）デジタル放送受信装置の動作内容に応じて携帯電話装置を優先させる場合
　上記（１）、（２）の他に、デジタル放送受信装置の動作内容に応じて、携帯電話装置
の動作を優先させることができる。
　たとえば、音楽鑑賞とか緊迫した格闘技の方法の場合は、携帯電話装置の動作で音楽鑑
賞とか格闘技の放送を中断されたくない。他方、連続ドラマ放送の場合などにおいては、
携帯電話装置を優先する場合が多い。
　したがって、電子番組表データ４０３等を利用して予約を行うときに、携帯電話装置を
優先するか、デジタル放送受信装置を優先するかを付記しておき、ＲＡＭ１２１に記録さ
せておき、制御部１１２はＲＡＭ１２１に記録された内容に応じて、競合する２つの動作
（着信処理）を選択することができる。
【００６９】
　また、上記実施の形態以外にも、例えば放送波の感度を検出し、感度が所定値（映像や
音声を安定して受信できない状態）を満たさない場合に、データ信号の記録形式に切替え
るようにしても良い。このように構成することにより、移動体に搭載されて受信場所（受
信感度）が時々刻々と変化する場合でも、最低限必要な情報を記録することが出来る。尚
、データ放送は繰返し同じデータを放送しているので、映像や音声に比べて間欠的な記録
になっても必要な情報を得ることが出来る。
　また、電話機に用いるデータを記録する記録手段はデータ種別毎にフォルダ分されてい
るため、放送波を記録する記録手段を前記電話機に用いるデータを記録する記録手段と兼
用した場合、例えば映像信号と音声信号を含んで構成されたファイルはムービーフォルダ
に記録されるが、このファイルから映像信号を選択して削除した場合、その削除後のファ
イルをサウンドフォルダに移動しても良い。このように構成することにより、削除後のフ
ァイルがどの信号を含んでいるのかを識別することが容易になる。
【００７０】
　本発明の実施に際しては、上述した各実施の形態を適宜組み合わせることができる。
　また、上述した実施の形態は本発明の例示にすぎず、本発明が上述した実施の形態に限
定されるわけではない。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】図１は本発明のデジタル放送受信装置の第１実施の形態として、携帯電話装置と
デジタル放送受信装置を統合した場合の装置（放送受信機能付携帯電話装置）の構成図で
ある。

10

20

30

40

50

(15) JP 3916624 B2 2007.5.16



【図２】図２はトランスポートストリーム（ＴＳ）信号の１例を示す図である。
【図３】図３（ａ）～（ｄ）は、図１に図解した放送受信機能付携帯電話装置に適用され
るデジタル放送の放送例を示す図である。
【図４】図４（ａ）～（ｄ）はトランスポートストリーム（ＴＳ）から選択する信号例を
示す図である。
【図５】図５は本発明の第２実施の形態の放送受信機能付携帯電話装置における、放送番
組を間欠的に受信し、記録する動作を説明する図である。
【図６】図６は本発明の第３実施の形態として予約記録設定手段を設けた放送受信機能付
携帯電話装置の構成図である。
【図７】図７は本発明の第３実施の形態の放送受信機能付携帯電話装置における間欠的に
放送を受信し、記録する動作を説明する図である。
【図８】図８は本発明の第４実施の形態の放送受信機能付携帯電話装置におけるメモリ容
量判定手段を設けた携帯電話装置の構成図である。
【図９】図９は想定した従来技術における放送受信装置の構成図である。
【符号の説明】
【００７２】
　　１００、１００Ａ、１００Ｂ…放送受信機能付携帯電話装置
　　　　　１０１…デジタル放送受信用アンテナ、１０２…チューナー部
　　　　　１０３…復調部、１０４…デスクランブラ、１０５…ＴＳ分離部
　　　　　１０６…音声信号復号部、１０７…映像信号復号部
　　　　　１０８…データ信号処理部、１０９…表示部、１１０…スピーカ
　　　　　１１１…マイクロフォン（ＭＩＣ）、１１２…制御部、
　　　　　１１３…携帯電話用アンテナ、１１４…無線通信部、
　　　　　１１５…操作部、１１６…記録形式選択手段
　　　　　１１７…記録手段、１１８…再生手段、１１９…消去手段
　　　　　１２６…カメラ部分
　１００Ａ…放送受信機能付携帯電話装置
　　　　　４０１…予約記録設定手段、４０２…番組種別判定手段
　　　　　４０３…電子番組表データ
　１００Ｂ…放送受信機能付携帯電話装置
　　　　　６０１…メモリ容量判定手段、６０２…記録容量計算手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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